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１．入札説明書の定義 

この入札説明書（以下「本件入札説明書」という。）は、国が「民間資金等の活用による

公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成１１年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」

という。）に基づき、特定事業として選定した「公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）整備

事業」を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札により募集及び選定するにあたり、

入札参加者を対象に交付するものである。 
事業の基本的な考え方については、平成２０年７月３日に公表した実施方針、同年８月

１日、８月１９日８月２２日及び８月２９日の実施方針の一部変更（添付資料を含む。以

下「実施方針等」という。）と同様であるが、本事業の条件等について、実施方針等に関す

る質問・回答及び意見・提案を反映している。したがって、入札参加者は本件入札説明書

の内容を踏まえ、入札に必要な提案書を提出すること。 
また、別添「公務員宿舎整備事業に係る設計及び建設に関する要求水準書（標準）」、「公

務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）整備事業に係る設計及び建設に関する要求水準書（特記）」、

「公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）整備事業に係る維持管理業務に関する要求水準書」

（以下「業務要求水準書」という。）、「公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）整備事業様式

集」、関係図面等（以下「付属資料」という。）、「公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）整備

事業落札者決定基準」（以下「落札者決定基準」という。）、「公務員宿舎伊丹住宅（仮称）

（Ⅰ期）整備事業契約書（案）」（以下「事業契約書案」という。）及び「公務員宿舎伊丹住

宅（仮称）（Ⅰ期）整備事業に関する基本協定書（案）」（以下「基本協定書案」という。）

は、本件入札説明書と一体のもの（以下「入札説明書等」という。）である。 
なお、本件入札説明書と実施方針等及び実施方針等に関する質問・回答に相違のある場

合は、本件入札説明書の規定内容を優先するものとする。また、本件入札説明書に記載が

ない事項については、実施方針等及び実施方針等に関する質問・回答及び入札説明書等に

関する質問・回答によることとする。 
 
２．対象事業の概要 

（１）公告日 

平成２０年１０月３１日 

（２）契約担当官等 

支出負担行為担当官 

財務省近畿財務局総務部次長 繁 義光 

（３）担当部局 

財務省近畿財務局管財部国有財産調整官（宿舎担当） 

〒５４０－８５５０  大阪市中央区大手前４丁目１－７６ 

電話 ０６－６９４９－６５４５（ダイヤルイン） 

（４）品目分類番号 

４１、４２ 
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（５）事業名称 

公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）整備事業 

（６）事業内容 

ア．事業方式 

公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）整備事業（以下「本事業」という。）は、ＰＦ

Ｉ法に基づき、選定事業者（本件入札説明書の定めるところにより、本事業を実施す

る者として選定されたＰＦＩ法第２条第５項に規定する選定事業者で落札者が設立し

た特別目的会社をいう。以下同じ。）が公務員宿舎の設計及び建設を行った後、公共施

設等の管理者等である財務省（以下「国」という。）に所有権を移転し、事業期間中に

係る維持管理業務を遂行する方式（ＢＴＯ（Build, Transfer, Operate））により実施

する。 

本事業は、公務員宿舎の設計及び建設等並びに公務員宿舎の維持管理業務に係る対

価として国が選定事業者に費用を支払うものであり、事業期間は契約締結日から平成

３０年３月末までの期間である。 

イ．事業の範囲 

選定事業者が実施する本事業の主な範囲は以下のとおりである。 

なお、各業務における具体的内容については、事業契約書(案)及び業務要求水準書

並びに付属資料において示す。 

（ア）公務員宿舎の設計及び建設等 

ａ．公務員宿舎及びこれに附帯する工作物その他施設（集会場、駐車場等）に係る

設計及び建設 

ｂ．工事監理 

ｃ．近隣対応・対策 

ｄ．電波障害調査・対策 

ｅ．公務員宿舎建設に伴う各種申請等の業務 

ｆ．その他これらを実施する上で必要な関連業務 

（イ）公務員宿舎の維持管理 

ａ．公務員宿舎及びこれに附帯する工作物その他の施設に係る一般管理業務 

住宅等の点検、入退去処理、自動車保管場所の管理、居住者等の応接、団地

内巡視及び不正使用の処理、集会場等の管理、修繕の受付、帳簿整理等、防火

管理業務、緊急事態発生時の処理、広報など 

ｂ．昇降機保守点検 

ｃ．消防用設備等保守点検 

ｄ．給水設備清掃等 

ｅ．太陽光発電設備保守点検 

ｆ．屋上緑化設備保守点検 

ｇ．自家用電気工作物保守点検 
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ｈ．その他提案に伴う設備機器及び保守点検を必要とする設備機器等を設置した場

合の保守点検 

（注）１．共用施設（植栽、上下水道）の維持管理及び宿舎内外の清掃等は、入居

者が行うものであり、本事業の対象外である。 

２．国は、必要がある場合は、本事業期間中に限り、選定事業者に、宿舎建

物の一部（２．－(７)において示すｃタイプの専用面積以下）を管理事務

室として無償で提供する。 

なお、当該管理事務室に係る経費（備品費、消耗品費、電話等施設費、

通信運搬費、光熱水費、修繕費等）は選定事業者の負担とする。 

ウ．余剰地に関する提案 

入札参加者は、本事業用地において入札説明書に示す条件の下で必要な公務員宿舎

等の設計及び建設を行い、更に、余剰地が生じる場合には、当該余剰地に関する提案

を行うことができる。余剰地に関する提案については、国有財産の有効活用の観点か

ら評価するが提案を義務づけるものではない。 

なお、余剰地が生じる場合には、Ⅱ期工事予定地に接する形で創出するよう努める

こと。 

また、当該余剰地は国が分筆し（登記に必要な測量、図面作成等は選定事業者の負 

担とする。）、利用方法を決定することとなる。 

エ．附帯的事業に関する提案 

選定事業者は、国有財産の有効活用の観点から、本事業の用途又は目的を妨げない

限度において、本事業以外の事業（以下「附帯的事業」という。）を、収益施設等の附

帯施設と公務員宿舎との合築（一棟の建物を国と選定事業者が区分して所有すること

をいう。以下同じ。）又は国有財産法（昭和２３年法律７３号）第１８条第２項第１号

の規定に基づく宿舎敷地の一部の貸付又は同条第６項の規定に基づく宿舎建物（これ

に関連する宿舎敷地を含む。）の一部の使用又は収益の許可（以下「使用許可」という。）

により行うことができる。 

また、「（６）事業内容の（注）１に示した共用施設の維持管理及び宿舎内外の清掃

等の入居者が行う管理業務について、実施を希望する事業者は、附帯的事業として提

案することができる。実際の実施内容や費用負担については、提案を踏まえて落札者

決定後に事業者と宿舎入居者で作る自治会等で協議して決定するものとする。過去に

行われた業務の具体的内容については、付属資料(｢住まいのしおり｣)において示す。 

附帯的事業は、国有財産の有効活用の観点から選定事業者からの要望があれば事業

用地の余剰容積の活用を可能とするものであり、設置を義務づけるものではない。 

また、これらの事業は、地域社会のニーズ等の観点から評価することを予定してい

るが、その際、本事業に影響を与える恐れを避ける又は最小限にすること。 

なお、附帯的事業に係る施設の光熱水費、設備維持管理費、清掃費、修繕費等は選

定事業者の負担とする。 
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（ア）附帯的事業を公務員宿舎との合築により行う場合 

国は、附帯的事業を行う選定事業者に、ＰＦＩ法第１１条の２第２項の規定に基

づき宿舎敷地の貸付を行う（地上権の設定は認めない。）。具体的な利用条件等は以

下のとおり（詳細は、別途公表する「公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）整備事業

に関する国有財産有償貸付契約書（案）」を参照のこと。）。 

【参考条文】 

○ ＰＦＩ法 

第１１条の２ 国は、必要があると認めるときは、国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第１８

条第１項の規定にかかわらず、選定事業の用に供するため、行政財産（同法第３条第２項に規定

する行政財産をいう。次項から第５項まで及び次条第１項から第４項までにおいて同じ。）を選定

事業者に貸し付けることができる。 

２ 前項に定めるもののほか、国は、選定事業者が一棟の建物の一部が当該選定事業に係る公共施

設等である当該建物（以下この条において「特定建物」という。）の全部又は一部を所有しようと

する場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第１８条第１項の規定にかかわらず、

行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該選定事業者に貸し付け

ることができる。 

３ 前２項に定めるもののほか、国は、前項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者

が特定建物のうち選定事業に係る公共施設等の部分以外の部分（以下この条において「特定民間

施設」という。）を選定事業の終了（当該選定事業を行うため締結した契約の解除による終了を含

む。以下この条及び次条において同じ。）の後においても引き続き所有しようとする場合において、

必要があると認めるときは、国有財産法第１８条第１項の規定にかかわらず、当該行政財産であ

る土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者（当該選定事業を行うため締結し

た契約の解除による終了の場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公共施設等の

管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。第８項において同じ。）に貸し付

けることができる。 

４ 前３項に定めるもののほか、国は、第２項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた

選定事業者が特定民間施設を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有

財産法第１８条第１項の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨

げない限度において、当該特定民間施設を譲り受けようとする者（当該公共施設等の管理者等が

当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る）に貸し付けることができる。 

５ 前項の規定は、第３項又は前項（この項において準用する場合を含む。）の規定により行政財産

である土地の貸付を受けた者が当該特定民間施設（特定民間施設であった施設を含む。）を譲渡し

ようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該公共施設等の管理者等」と

あるのは「当該特定民間施設に係る公共施設等の管理者等（特定民間施設であった施設を譲渡し

ようとする場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公共施設等の管理者等）」と読

み替えるものとする。 

６～１０ （略） 

１１ 前各項の規定による貸付けについては、民法（明治２９年法律第８９号）第６０４条並びに

借地借家法（平成３年法律第９０号）第３条及び第４条の規定は、適用しない。 

１２ 国有財産法第２１条及び第２３条から第２５条までの規定は第１項から第５項までの規定に

よる貸付けについて、地方自治法第２３８条の２第２項及び２３８条の５第３項から第５項まで

の規定は第６項から第１０項までの規定による貸付けについて、それぞれ準用する。 

○ 国有財産法 

第１８条 行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、

又はこれに私権を設定することができない。（以下略） 

２～４ （略） 
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５ 前項の規定に違反する行為は、無効とする。 

６～８ （略） 

 

第２１条 普通財産の貸付けは、次の各号に揚げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。 

一 植樹を目的として土地及び土地の定着物（建物を除く。以下この条及び第２７条において同じ。） 

  を貸し付ける場合 ６０年以内 

二 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法第２２

条の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき ５０年以上 

三 前二号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 ３０年以内 

四 建物その他の物件を貸し付ける場合 １０年以内 

２ 前項の期間は、同項第２号に掲げる場合を除き、更新することができる。この場合においては、

更新の日から同項各号に規定する期間とする。 

 

第２４条 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、

公用又は国の企業若しくは公益事業の用に供するため必要を生じたときは、当該財産を所管する各

省庁の長は、その契約を解除することができる。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによって生じた損失につき当

該財産を所管する各省各庁の長に対し、その補償を求めることができる。 

 

 

（イ）附帯的事業を公務員宿舎敷地の一部に堅固な建物等を設置して行う場合 

国は、附帯的事業を行う選定事業者に国有財産法第 18 条第 2 項第 1 号の規定

に基づき宿舎敷地の貸付を行う。具体的な利用条件等は以下のとおり（詳細は、別

途公表する「公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）整備事業に関する国有財産有償

貸付合意書（案）」を参照のこと）。 

なお、附帯的事業にかかる土地について、国が分筆するための測量、図面作成等

は選定事業者の負担とする。 

 

【参考条文】 

○ 国有財産法 

【ＰＦＩ法第１１条の２第２項に基づく行政財産の貸付】 

・周辺状況を勘案し、地域住民及び入居者の利便性の向上に資すると考える施設を提案する。

・国は選定事業者と施設を合築し、区分所有する（宿舎部分は国有、附帯的事業部分は民有）。

・国は民間施設に係る敷地を選定事業者に限り普通借地として貸付（貸付期間は本事業の事業

期間と同一）。 

・事業期間終了時に選定事業者が所有する建物が存続している場合、従前の契約と同一の条 

件で契約の更新は可能（再度更新も可能）。 

・借地借家法第２２条から第２４条までに規定する定期借地権の設定はできない。 

・権利金及び貸付料は民間精通者の意見価格等により国が設定する。 

・貸付料は年４回の前払いとし、３年毎に改定する。 

・貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は国の企業若しくは公益事業の用に供

するため必要を生じたときは、国は事業契約を解除することがある。この場合、選定事業者

は、これによって生じた損失の補償を求めることができる。 

・選定事業者が区分所有する建物の用途は、行政財産の用途又は目的を妨げない限度の範囲内

であり、かつ、都市計画上の用途規制等の範囲内であれば制限しない。また、国の承諾を得

た上で、第三者に貸し付けることは可能。 

・選定事業者は、国の承諾を得た上で、第三者に附帯的事業の運営を委託し、又は収益施設等

の附帯施設を譲渡することができる。 



 8

第１８条 行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又

は私権を設定することができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度に

おいて、貸し付け、又は私権を設定することができる。 

一  国以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工

作物であって当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められ

るものを所有し、又は所有しようとする場合（国と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。）

において、その者（当該行政財産を所管する各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管

理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該土地を貸し付けるとき。 

二～六 （略） 

３～８ （略） 

 

 

（ウ）附帯的事業を宿舎建物（これに関連する宿舎敷地を含む。）の一部の使用許可によ

り行う場合 

国は、附帯的事業を行う選定事業者に使用許可を行う。具体的な利用条件等は以

下のとおり（詳細は、別途公表する「国有財産使用許可申請書」及び「国有財産使

用許可書」（様式）を参照のこと）。 

 

【参考条文】 

○ 国有財産法 

【国有財産法第１８条第２項第１号に基づく行政財産の貸付】 

・ 周辺状況を勘案し、地域住民及び入居者の利便性の向上等に資すると考える施設を提案する。

・ 国は民間施設に係る敷地を選定事業者に限り借地借家法第 23 条第 2 項に基づく事業用借地

として貸付（ 貸付期間は10 年以上30 年未満とし、貸 付終了の日を附帯的事業の終了日とす

る。）。 

・ 貸付期間終了後、選定事業者の負担により、国が指定する期日までに原状回復の上、明け渡

す。 

なお、再契約する場合その他国が指示した場合はこれに従う。 

・ 権利金及び貸付料は民間精通者の意見価格等により国が設定する。 

・ 貸付料は年４回の前払いとし、３年毎に改定する。 

・ 貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は国の企業若しくは公益事業の用に供

するため必要を生じたときは、国は事業契約を解除することがある。この場合、選定事業者は、

これによって生じた損失の補償を求めることができる。 

・ 選定事業者が所有する建物の用途は、行政財産の用途又は目的を妨げない限度の範囲内であ

り、かつ、都市計画上の用途規制等の範囲内であれば制限しない。また、国の承諾を得た上で、

第三者に貸し付けることは可能。 

・ 選定事業者は、国の承諾を得た上で、第三者に附帯的事業の運営を委託し、又は収益施設等

の附帯施設を譲渡することができる。 
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第１８条 行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、

又は私権を設定することができない。（以下略） 

２～５ （略） 

６ 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することがで

きる。 

７ （略） 

８ 第６項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は収益については、借地借家法（平成３

年法律第９０号）の規定は適用しない。 

 

 

（７）施設等の概要 

ア．宿舎の設置戸数等 

本事業において設置する公務員宿舎及びこれに附帯する工作物その他の施設の設置

戸数等は以下のとおりである。詳細は、業務要求水準書を参照のこと。 

 

住戸タイプ：住戸数 

ａタイプ((23㎡以上25㎡未満・独身者用)：２０２戸 

ｂタイプ(53㎡以上55㎡未満・世帯用・(注４)):２８戸 

ｃタイプ(68㎡以上70㎡未満・世帯用・３ＬＤＫ):２３０戸 

                     （合計４６０戸）

附 帯 施 設 集会場：１カ所．１５０㎡以上 

 

【国有財産法第１８条第６項に基づく行政財産の使用許可】 

（共通） 

・周辺状況を勘案し、地域住民及び入居者の利便性の向上等に資すると考える施設を提案する。

ただし、居住用施設の導入は認めない。 

・使用許可は、行政処分である許可として行われるものであり、契約行為ではないため、選定

事業者に私権の設定を認めるものではない。また、行政財産の用途又は目的を妨げない限度

において許可するものであるため、選定事業者が許可条件に違反した場合又は国において使

用許可の対象物件を使用する必要が生じた場合には、許可を取り消すことがある。 

・国は、選定事業者に選定事業の用途又は目的を妨げない限度において使用許可を行う（許可

期間は１年以内とする。ただし、本事業の事業期間中は毎年度更新を行う。）。 

・収益施設等の附帯施設の設置面積は選定事業の用途又は目的を妨げない限度において適正な

規模の範囲内とする。 

・使用料は近隣の賃貸実例等により国が設定し、毎年度改定する。 

・使用料は年１回の前払いとする。 

・国有財産法第１８条第８項の規定により借地借家法の適用対象外。また、使用許可は私権の

設定ではないため、権利の譲渡・転貸等という観念はない。 

・事業期間終了後、選定事業者の負担により、国の指定する期日までに原状回復の上明け渡す。

 なお、国が適当であると認め使用許可の更新を行う場合は更新前の期間と同一の期間内とす

る。 

・選定事業者は、国の承諾を得た上で、第三者に附帯的事業の運営を委託することができる（施

設の賃貸を目的とした収益事業は不可）。 

・選定事業者は建物内の一部の使用許可を受けるものとし、併せてこれに関連する宿舎敷地の

使用許可を受けて駐車場などとして使用することができる。 

・選定事業者は、内装工事等を自己の負担により実施する。 
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（注）１．住居タイプは、国家公務員宿舎法施行規則（昭和３４年大蔵省令第１０号）第６

条第２項に規定される規格を指す。 

２．集会場は、宿舎建物の一部又は別棟に配置することができる。 

３．設計等工夫により、各住居タイプ毎の戸数を数戸増加させることはさしつかえな

い。 

４．ｂタイプについては、３ＬＤＫ，３ＤＫまたは２ＬＤＫとするが、２ＬＤＫの場合は、

ＬＤＫの一部を個室として可動間仕切りで仕切り、寝室としても利用できること。 

５．日照時間については、９０％以上の住戸において、１以上の居室における冬至の

日照時間は４時間以上とし、４時間以上確保できない住戸においても３時間以上と

すること。 

なお、日照時間は評価の対象とする。 

６．駐車場は、住戸数の７０％以上の台数分を確保すること。 

ただし、平面駐車場又は自走式立体駐車場とすること。 

７．駐輪場は、世帯用（ｂ・ｃタイプ）住戸１戸当たり２台分以上、独身者用（a タ

イプ）住戸１戸当たり１台分以上を確保すること。設置場所は、屋内、屋外（屋根

付）を問わないが、利用者の利便性を考慮して設けること。 

 

イ．事業用地等 

事業用地  伊丹市昆陽東１丁目２ 

敷地面積 ２１,０００㎡（注①） 

敷地前面道路 

北側 

東側 

南側 

県道／幅員 ２０.０ｍ 

市道／幅員  ３.３ｍ～９．２ｍ 

市道／幅員 １６.０ｍ 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 

高度地区 第２種高度地区 

防火・準防火 建築基準法 第２２条適用地域 

日影規制 ４時間・２.５時間 (測定面４ｍ) 

建ぺい率 ６０％ 

容積率 ２００％ 

その他 事業計画地の隣接地でⅡ期工事を計画している。（注②） 

 

（注①）敷地面積は、資料２「伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）土地現況平面図」のⅠ期とⅡ

期とを振り分けたラインに示された範囲である２１,０００㎡で事業を行うこ

と。 

なお、水路敷は含まない。 

（注②）Ⅱ期工事を計画しており、一団地全体の施設等の配置について考慮する必

要があることから、８．－(３)－カ．―（ス）に掲げるⅠ期及びⅡ期の全体

配置計画図（様式４４）を提出すること。 

なお、Ⅱ期工事は、約４００戸（世帯用）の設置を予定しており、建築諸
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条件はⅠ期整備に準じた配置計画とすること。 

（８）国の支払に関する事項 

国の選定事業者に対する支払は、選定事業者が実施する公務員宿舎の設計及び建設等

に係る対価と維持管理業務に係る対価から成る。国は、財政法（昭和２２年法律第３４

号）第１５条第１項に規定する国庫債務負担行為により、公務員宿舎の設計及び建設等

に係る対価と公務員宿舎の維持管理業務に係る対価を供用開始から事業期間中に、選定

事業者に対し、ＰＦＩ法第１０条第１項に規定する公共施設等の管理者等と選定事業者

との間で締結する事業契約書（以下「事業契約書」という。）に定めるところにより支払

う。詳細は「６．－（３）－ウ．対価等の支払等」を参照のこと。 

（９）事業に必要と想定される根拠法令等 

本事業に当たっては、ＰＦＩ法及び「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に

関する事業の実施に関する基本方針」（平成１２年総理府告示第１１号。以下「基本方針」

という。）のほか、下記に掲げる関連の各種法令に拠ることとする。 

ア．建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

イ．土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号） 

ウ．廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律１３７号） 

エ．消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

オ．都市計画法（昭和４３年法律第１００号） 

カ．住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号） 

キ．建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号） 

ク．国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（平成１２年法律第１００号） 

ケ．建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号） 

コ．水道法（昭和３２年法律第１７７号） 

サ．電気事業法（昭和３９年法律第１７０号） 

シ．財政法（昭和２２年法律第３４号） 

ス．会計法（昭和２２年法律第３５号） 

セ．国有財産法（昭和２３年法律第７３号） 

ソ．国家公務員宿舎法（昭和２４年法律第１１７号） 

タ．その他関連法令、条例等 

（１０） 事業スケジュール 

次のスケジュールで本事業を行う。 

ア．落札者との基本協定締結        平成２１年 ２月中旬 

イ．選定事業者との事業契約締結      平成２１年 ３月中旬 

ウ．設計及び建設期間           平成２１年３月～平成２３年３月 

エ．引渡し                平成２３年３月 

オ．維持管理期間             平成２３年３月～平成３０年３月末 
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３．落札者の決定方法 

本事業は、設計及び建設段階から維持管理段階の各業務を通じて、選定事業者に効率的・

効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、民間事業者の幅広い能

力・ノウハウを総合的に評価することが必要であることから、落札者の決定に当たっては、

①設計、建設及び維持管理業務の対価の額、②事業運営並びに設計、建設及び維持管理能

力その他の条件を考慮することとする。 

落札者の決定に当たっては、まず入札参加資格等要件を備えていることを確認し、次い

で入札価格の確認及び提案内容の審査を行った後、総合評価値を算出することにより実施

する。 

なお、本事業は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する協定

の対象であり、「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」（昭和５５年政

令第３００号）が適用される。 

 

４．入札参加に関する条件等 

（１）入札参加者が備えるべき要件等 

ア．入札参加者の構成等 

（ア）入札参加者は、複数の者で構成されるグループ（以下「入札参加グループ」とい

う。）とする。 

（イ）入札参加者は、入札参加グループの構成員が本事業の遂行上果たす役割を明らか

にするとともに、入札参加表明書の提出時に構成員及び代表企業名を明記し、必ず

代表企業が入札手続を行うとともに、国との対応窓口となること。 

（ウ）落札者は、特別目的会社を設立することとし、代表企業及び建設業務を行う者は、

必ず出資を行う必要がある。その他の者へは、特別目的会社への出資は義務づけて

いない。 

イ．入札参加者の参加要件 

入札参加グループの構成員のいずれも、以下の要件を満たすこと。 

（ア）財務省近畿財務局の所属担当官と締結した契約に関し、契約に違反し、又は同担

当官が実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ない

しは入札等財務省近畿財務局の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手

方として不適当であると認められる者でないこと。 

（イ）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。） 

第７０条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意 

を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 

（ウ）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 
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（エ）入札参加表明書等の受付日から落札決定日までの期間、本事業において担当する

業務に関して、財務省（各財務局及び財務支局、国税庁及び各国税局、税関を含む。）

又は、他の省庁（地方支分部局を除く。）、財務省近畿財務局管内を管轄とする官庁

（国の諸機関）から指名停止、一般競争参加資格停止を受けている期間中に該当し

ない者であること。 

（オ）財務省近畿財務局が本事業について、アドバイザリー業務を委託した株式会社野

村総合研究所並びに株式会社野村総合研究所が本アドバイザリー業務において提携

関係にある株式会社久米設計及び西村あさひ法律事務所又はこれらの者と資本面若

しくは人事面において関連がある者でないこと。 

（注）「資本面において関連がある者」とは、当該会社の総株主の議決権の１００分

の５０を超える議決権を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える

出資を行っている会社をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該会社

の代表権を有している役員を兼ねている場合の会社をいう（（キ）及び４．－（１）

－ウ．）において同じ）。 

（カ）入札参加グループの構成員のいずれかが、他の入札参加グループの構成員として

参加していないこと。 

（キ）「５．－（１）」において定める審査委員会の委員が属する企業又はその企業と資

本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。 

ウ．入札参加者の資格等要件 

入札参加グループの構成員のうち設計、建設、工事監理、維持管理の各業務に当た

る者は、それぞれ（ア）並びに各業務に応じ（イ）、（ウ）、（エ）又は（オ）の要件を

満たすこと。なお、（イ）、（ウ）、（エ）及び（オ）のうち複数の要件を満たす者は、当

該複数の業務を実施することを妨げないが、工事監理業務と建設業務を同一の企業が

兼ねることはできない。 

また、建設業務を行う者と資本面又は人事面において関連がある者は、工事監理業

務を行うことはできない。 

（ア）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て（同法

附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法によ

る改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づく更生手続開始の申立

てを含む。）をしていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき

再生手続開始の申立てをしていない者であること。 

なお、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定がなされた後におい

て競争参加資格の再認定を受けている者であること。 

（イ）設計に当たる者は次の要件を満たすこと。 

なお、設計業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、いずれの者において
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も以下の要件を満たすこと。 

ａ．平成１９・２０年度財務省近畿地区競争参加資格審査において、業種区分が「建

築士事務所」の「Ａ」等級に格付けされている者であること。 

ｂ．平成１０年度以降に、次の（ａ）から（ｃ）に該当する建築物の設計実績がある

こと。 （一つの建物で（a）から（c）の条件を満たす必要がある。） 

（ａ）鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。 

（ｂ）建築基準法別表第一（い）欄（二）項に掲げる用途に供するものであること。 

（ｃ）地階を除く階数が７以上かつ延べ面積が１，５００㎡以上であること。 

（ウ）建設に当たる者は３者までとし、次の要件を満たすこと。 

ａ．１者の場合は、平成１９・２０年度財務省近畿地区競争参加資格審査において業

種区分が「建築一式工事」の「Ａ」等級に格付けされている者（経常建設共同企業

体及び事業組合を含む。）であること。 

２者又は３者の場合は、同業種区分が「建築一式工事」の「Ａ」又は「Ｂ」等級

に格付けされている者（「Ｂ」等級に格付けされている者は１者までに限る。）であ

ること。 

ｂ．提案内容に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種につき許

可を有して営業年数が３年以上ある者であること。 

ｃ．提案内容に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する 

主任技術者を工事現場に専任で配置することができる者であること。 

ｄ．１者の場合の当該者並びに２者又は３者の場合の内１者は、平成１０年度以降に、

その全部の引渡しを行った建築物で、次の（ａ）から（ｃ）に該当する建築物の建

築一式工事を元請けとして施工した実績を有すること。（一つの建物で（a）から（c）

の条件を満たす必要がある。） 

２者又は３者の場合の内１者を除くほかの者については、平成１０年度以降に、

その全部の引渡しを行った建築物で、次の（ａ）及び（ｄ）に該当する建築物の建

築一式工事を元請けとして施工した実績を有すること。（一つの建物で（a）及び（d）

の条件を満たす必要がある。） 

なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０％以上のものに限る。 

（ａ）鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。 

（ｂ）建築基準法別表第一（い）欄（二）項に掲げる用途に供するものであること。 

（ｃ）地階を除く階数が７以上かつ延べ面積が１，５００㎡以上であること。 

（ｄ）地階を除く階数が５以上であること。 

（エ）工事監理に当たる者は１者とし、次の要件を満たすこと。 

ａ．平成１９・２０年度財務省近畿地区競争参加資格審査において、業種区分が「建

築士事務所」の「Ａ」等級に格付けされている者であること。 

ｂ．平成１０年度以降に、その全部の引渡しを行った建築物で、次の（ａ）から（ｃ）
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に該当する建築物の工事監理実績があること。（一つの建物で（a）から（c）の条

件を満たす必要がある。） 

（ａ）鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。 

（ｂ）建築基準法別表第一（い）欄（二）項に掲げる用途に供するものであること。 

（ｃ）地階を除く階数が７以上かつ延べ面積が１，５００㎡以上であること。 

（オ）維持管理に当たる者は１者とし、次の要件を満たすこと。 

ａ．平成１９・２０・２１年度一般競争（指名競争）参加資格（全省庁統一）審査に

おいて、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「近畿」、営業品目が「建

物管理等各種保守管理」の「Ａ」又は「Ｂ」等級に格付けされ、責任をもって業務

完了することができる者。 

ｂ．平成１０年度以降に、おおむね２００戸以上の規模の住宅の維持管理業務実績を

１年以上有する者であること。 

エ．入札参加グループの構成員の変更等 

入札参加表明書により参加の意思を表明した入札参加グループの構成員の変更及び

追加は、原則として認めない。 

ただし、やむを得ない事情が生じた場合（４．－(１)－イ．～ウ．に定める要件を

満たさなくなった場合を除く。）は、国と協議を行うこととする。協議の結果、国が妥

当と認めた場合には、入札参加グループの代表企業以外の構成員を、入札参加資格等

要件の確認を受けた上で入札提出書類（８．－(３)により入札参加者が提出した書類

をいう。以下同じ。）の提出期限までに変更及び追加することができるものとする。 

オ．入札参加資格等要件の確認 

入札参加希望者は、上記４．－(１)－ア．～ウ．に掲げる要件（以下「入札参加資

格等要件」という。）を満たすことを証明するため、後述する手続きにより入札参加資

格等要件審査申請を行い、入札参加資格等要件の確認を受けなければならない。 

なお、入札参加資格等要件の確認日は、入札参加資格等要件審査申請の提出期限の

日をもって行う。 

（２） 応募に関する留意事項 

ア．入札説明書等の承諾 

入札参加者は、８．－(１)－ア．～コ．に掲げる入札参加表明書（様式２）、委任状

(様式３）、入札参加資格等要件審査申請書（様式４）、グループ構成員表（様式５）、

競争参加資格に係る等級決定通知書の写し、事業実施体制（様式６）及び各種実績（様

式７～１０）（以下「入札参加表明書等」という。）の提出をもって本件入札説明書等

の記載内容を承諾したものとみなす。 

イ．費用負担 

応募に関し必要な費用は、すべて入札参加者の負担とする。 

ウ．入札保証金及び契約保証金 

（ア）入札保証金は、免除する。 
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（イ）契約保証金は、免除する。 

ただし、選定事業者は、設計及び建設工事の履行を確保するため、設計及び建設

に係る対価（４－（３）－ウ．－（ア）－ｂ．参照）から支払利息相当額を除いた

金額の１/１０以上の金額について、国を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、

又は設計に当たる者、工事監理に当たる者及び建設に当たる者の全部又は一部の者

に、選定事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させる。 

当該保険契約において、国を被保険者とした場合には、当該保険契約締結後速や

かにその保険証券を国に提出し、選定事業者を被保険者とした場合には、選定事業

者の負担により、その保険金請求権に事業契約書案第６２条第１項に定める違約金

支払債務を被担保債務とする質権を国のために設定し、保険証券を国に提出するこ

と。 

履行保証保険の有効期間は、設計及び建設工事期間とする。 

エ．入札参加表明書等の取扱い 

（ア）支出負担行為担当官は、提出された入札参加表明書等を入札参加資格等要件の審

査以外に入札参加者に無断で使用しない。 

（イ）提出された入札参加表明書等は返却しない。 

（ウ）入札参加表明書等の変更等の禁止 

提出された入札参加表明書等の変更、差し替え又は再提出は原則として認めない。 

なお、例外的に、支出負担行為担当官が提出された入札参加表明書等の差し替え

又は再提出を指示した場合であっても、入札参加表明書等の提出期限以降の差し替

え又は再提出は認めない。 

オ．入札提出書類の取扱い 

（ア）著作権 

本事業に関する入札提出書類の著作権は、入札参加者に帰属する。 

また、入札参加者から提出された資料は、落札者の決定に関わる公表以外に入札

参加者に無断で使用しない。 

なお、入札提出書類は入札者に返却しない。 

（イ）特許権等 

提案内容に含まれる特許権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権

利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した

結果生じた責任は、原則として入札参加者が負う。 

（ウ）入札提出書類の変更等の禁止 

入札提出書類の変更、差し替え又は再提出は、原則として認めない。 

カ．国からの提示資料の取扱い 

国が提供する資料は、入札に関する検討以外の目的で使用することはできない。 

キ．入札参加者の複数提案の禁止 
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入札参加者は、１つの提案しか行うことはできない。 

ク．使用言語、単位及び時刻 

入札に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第 51 号）に定め

るもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

（３）入札の実施 

入札に関するスケジュールは、以下のとおりとする。 

スケジュール（予定） 内容 

平成２０年１０月３１日 

平成２０年１１月 ６日 

平成２０年１１月 ６日 

平成２０年１０月３１日～１１月 ７日

平成２０年１１月２０日 

平成２０年１１月２１日～１１月２７日

平成２０年１２月 ２日 

平成２１年 １月 ５日～  １月 ８日

平成２１年 １月 ９日 

平成２１年 ２月 上旬 

平成２１年 ２月 中旬 

平成２１年 ３月 中旬 

① 入札公告 
② 入札説明会 
③ 現地見学会 
④ 入札説明書等に関する質問受付期間 
⑤ 入札説明書等に関する質問・回答公表 
⑥ 入札参加表明書等の受付 
⑦ 入札参加資格等要件の審査結果の通知 
⑧ 入札提出書類の受付 
⑨ 開札 
⑩ 落札者の決定 
⑪ 落札者との基本協定の締結 
⑫ 選定事業者との事業契約締結 

（注）資料等を追加して公表する場合もあり、その場合は適宜質問・回答の機会を設ける。 

ア．入札説明等 

（ア）入札説明書等の交付 

以下のとおり、入札説明書等を交付する。 
交付期間：平成２０年１０月３１日（金）から平成２０年１１月１４日（金）

（ただし、行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）

に定める行政機関の休日（以下「閉庁日」という。）を除く。）まで 

交付時間：午前９時から午後５時まで 

交付場所：財務省近畿財務局 管財部 国有財産調整官（宿舎担当） 
〒５４０－８５５０ 大阪市中央区大手前４丁目１－７６ 

電話  ０６－６９４９－６５４５（ダイヤルイン） 
なお、入札説明書等は、財務省近畿財務局のホームページにおいても掲載する。 

（イ）入札説明会 

以下のとおり、本件入札に関する説明会を開催する。 

なお、出席者は入札説明書等を各自持参すること。 

開 催 日 時：平成２０年１１月６日（木）午前１１時から 

開 催 場 所：大阪市中央区大手前４丁目１－７６ 

大阪合同庁舎第４号館 ８階 大会議室 
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当日連絡先：財務省近畿財務局 管財部 国有財産調整官（宿舎担当） 

電話  ０６－６９４９－６５４５（ダイヤルイン） 

（ウ）現地見学会 

以下のとおり、入札参加表明書受付の前に、希望者を対象に事業用地の状況等を

確認するための現地見学会を開催する。 

開催日時：平成２０年１１月６日（木）午後２時から午後３時まで 

開催場所：伊丹市昆陽東１丁目２ 伊丹合同宿舎管理人事務所南側付近（現地集合） 

（エ）入札説明書等に関する質問・回答 

入札説明書等の内容に関し質問事項がある場合は、以下の要領にて受け付ける。 

受 付 期 間：平成２０年１０月３１日（金）～平成２０年１１月７日（金）午

後５時まで（持参の場合は、「閉庁日」を除いた午前９時から午後

５時までに提出すること。） 

宛先／方法：質問の宛先、提出方法及び様式等については、様式１を参照する

こと。 

回答の公表：質問に対する回答は、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に関わり、

質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれの

あるものを除き公表する。 

回 答 日：平成２０年１１月２０日（木） 

回 答 場 所：財務省近畿財務局ホームページ及び近畿財務局９階掲示板 

イ．入札参加表明書等の提出及び入札参加資格等要件の審査 

（ア）入札参加表明書等の提出 

ａ．入札参加希望者は、入札参加表明書等（８．－（１）参照）を支出負担行為担

当官へ提出し、入札参加資格等要件の有無について審査を受けなければならない。 

【提出先】 

提出期間：平成２０年１１月２１日（金）～平成２０年１１月２７日（木）

まで（「閉庁日」を除く。） 

提出時間：午前９時から午後５時まで 

提出場所：財務省近畿財務局 管財部 国有財産調整官（宿舎担当） 
〒５４０－８５５０ 大阪市中央区大手前４丁目１－７６ 

電話  ０６－６９４９－６５４５（ダイヤルイン） 

提出方法：入札参加表明書等は、持参することにより提出すること。 

なお、郵送及び電送（電子メール等）によるものは受け付けない。 

ｂ．設計実績、建設工事の施工実績、工事監理実績及び維持管理業務実績は、様式

集に定めるところに従い作成すること。 

ｃ．入札参加資格等要件のうち、建設工事の施工実績の確認を行うに当たっては、

効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域、並びに我が国に

対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域以外の国又は地域に主た
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る営業所を有する建設業者にあっては、日本国における建設工事の施工実績をも

って行う。 

ｄ．上記４．－（１）－ウ．－（イ）－ａ．、（ウ）－ａ．、（エ）－ａ．、（オ）－ａ．

に掲げる格付等（以下「競争参加資格」という。）の認定を受けていない者であっ

ても、当該競争参加資格の認定を受け、かつ、入札提出書類の提出期限までに入

札参加資格等要件の確認を受けることにより、入札に参加することができる。 

【競争参加資格認定に係る申請書の提出先】 

財務省近畿財務局 管財部 宿舎技術調整官 
〒５４０－８５５０ 大阪市中央区大手前４丁目１－７６ 

電話  ０６－６９４９－６３８７（ダイヤルイン） 
 

（イ）入札参加資格等要件の審査結果の通知 

入札参加資格等要件の審査結果の通知は、代表企業に対して、書面により 

平成２０年１２月２日（火）までに発送するとともに入札参加資格等要件ありと

した者には併せて、登録受付番号を通知する。 

（ウ）入札参加資格等要件なしとされた場合の扱い 

入札参加資格等要件の審査の結果、入札参加資格等要件がないとされた者は、支

出負担行為担当官に対して入札参加資格等要件がないと認めた理由について、次に

従い、書面（様式は自由。ただし、Ａ４版とする。）により説明を求めることができ

る。 

申出期限：平成２０年１２月８日（月）午後５時（必着）（ただし、「閉庁日」

は除く。） 

申出場所：財務省近畿財務局 管財部 国有財産調整官（宿舎担当） 
〒５４０－８５５０ 大阪市中央区大手前４丁目１－７６ 

電話  ０６－６９４９－６５４５（ダイヤルイン） 
申出方法：書面は持参又は郵送により提出するものとし、電送（電子メール等）

によるものは受け付けない。なお、郵送する場合は、必ず「配達記

録郵便」とすること。 

回答期日：平成２０年１２月１６日（火）までに、説明を求めた者に対し書面

により回答する。 

ウ．入札 

入札参加資格等要件の確認を受けた入札参加者を対象として、次により入札を実施

する。 

（ア）入札の方法 

ａ．入札提出書類（８．－（３）参照）は、持参又は郵送のいずれかの方法により

一括して提出すること。 

なお、郵送する場合は、必ず「配達記録郵便」又は「書留郵便小包」とするこ
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と。 

【提出先等】 

提出期間：平成２１年１月５日（月）～平成２１年１月８日（木）（「閉庁日」

を除く。） 

提出時間：午前９時から午後５時まで 

郵送する場合は、平成２１年１月８日（木）午後５時までに必着

すること。 

提出場所：財務省近畿財務局 管財部 国有財産調整官（宿舎担当） 
〒５４０－８５５０ 大阪市中央区大手前４丁目１－７６ 

電話  ０６－６９４９－６５４５（ダイヤルイン） 

ｂ．入札価格 

入札書には、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税等相当額を控除した金額を記

載すること。 
なお、入札価格は、以下の費用により見積もるものとする。 

（ａ）公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価 
公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）及びこれに附帯する工作物その他施設（集

会場、駐車場等）の設計及び建設費、工事監理料、近隣対応・対策費、電波障

害調査・対策費、公務員宿舎建設に伴う各種申請等の業務に必要な費用、不動

産取得税（国の所有に係る部分に限る）、合築を行う場合の建物に係る登記に関

する費用（国の所有に係る部分に限る）、その他これらを実施する上で必要な関

連業務に必要な費用（特別目的会社設立費用、公租公課、融資組成手数料、各

種調査費用等）及びこれらに係る支払利息相当額（注）等。 
なお、国が本事業の入札手続において、事業用地に関する調査資料（付属資

料）及び業務要求水準書で明示していない土地の瑕疵に基づく費用は、国の負

担となるが入札価格の見積りには算入しないものとする。ただし、附帯的事業

の用に供する部分の地下埋設物の撤去費等は事業者の負担となる。 
（注）支払利息相当額の算定方法 

支払利息相当額は、公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価の額から支

払利息相当額を控除した金額について元金均等払いにより支払うことを前

提とする支払金利により算定した額とする。 
支払金利は、基準金利と入札参加者の提案によるスプレッドの合計とす

る。 
基準金利は、午前１０時現在の東京スワップ・レファレンス・レート（Ｔ． 

Ｓ．Ｒ．）としてテレレート１７１４３ページに表示されている６ヶ月 LIBOR

ベース８年物（円／円）金利スワップレートとする。 

なお、支払金利は平成２１年６月３０日時点での見直しを想定している

ことから、入札時には、平成２０年１１月２８日に公表される基準金利に
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基づいた調達金利を使用して算定すること。 

 

（ｂ）公務員宿舎の維持管理業務に係る対価 

公務員宿舎の維持管理業務（一般管理業務、昇降機保守点検、消防用設備等

保守点検、給水設備清掃等、太陽光発電設備保守点検、屋上緑化設備保守点検、

自家用電気工作物保守点検、その他提案に伴う設備機器及び保守点検を必要と

する設備機器等を設置した場合の保守点検に係る費用の維持管理期間の合計額 

（注）１．以下の費用については、国が費用負担するものとし、入札価格の見

積りには算入しないものとする。 

（１）公務員宿舎施設の修繕に係る費用（ただし、建物の瑕疵に起因す

る修繕を除く。） 

（２）本事業の実施状況の確認に要する費用（選定事業者側に発生する

費用を除く。） 

（３）６－(３)－ウ．－（イ）－ｂ．に定める、公務員宿舎の維持管理

業務に係る費用について、物価変動のうちの一定の幅を超える部分 

２．附帯的事業を実施する場合は、独立採算で行うことから、当該事業

に係る費用は入札価格の対象外とする。 

ｃ．入札書及び長期収支計画（様式１９）並びに算出根拠（長期収支計画）（様式２

０）は、任意の封筒に 1 部入れて封印し、代表企業が提出すること。 

封筒の表には、必ず、宛名「支出負担行為担当官 近畿財務局総務部次長（国

有財産調整官（宿舎担当））」、「入札者名」及び「公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ

期）整備事業に係る入札書在中」を記載すること。 

ｄ．代理人が受任権限に基づき入札書を提出する場合は、入札書を入れた封筒に委

任状（様式１３）を添付すること。(入札書の入った封筒に当該委任状は入れない。) 

ｅ．会社の支店長等が支店長等の資格において本入札に参加しようとする場合は、

入札参加表明書等を提出する前日までに、会社の代表者の印鑑証明書を添付した

会社制定の様式による年間委任状（有効期限：平成２１年３月３１日まで）を、

入札参加表明書等の提出場所へ提出するとともに、入札書を入れた封筒に年間委

任状（写）を添付すること。 

なお、既に、年間委任状を提出済みの場合には再度提出する必要はないが、委

任者である会社の代表者又は被委任者である支店長等が異動している場合は改め

て提出すること。この場合でも、入札書を入れた封筒に年間委任状（写）を添付

することは同じ。 

ｆ．入札に当たっての留意事項 

（ａ）入札提出書類の提出に当たって、提出期限に遅れたときは、入札に参加でき

ない。 
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（ｂ）入札時には身分を証明できるもの（社員証、運転免許証等）を持参すること。 

（イ）公正な入札の確保 

ａ．入札に当たっては、入札参加者等は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律」（昭和２２年法律第５４号）に抵触する行為を行ってはならない。 

ｂ．入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等

と入札価格及び提案内容又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入

札価格及び提案内容等を定めなければならない。 

ｃ．入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格及び

提案内容等を意図的に開示してはならない。 

ｄ．入札参加者等は、下記５．－(１)の「公務員宿舎堺住宅(仮称)（Ⅰ期）及び伊

丹住宅(仮称)（Ⅰ期）整備事業に係る選定事業者審査委員会」の審査委員に、提

案内容にかかる相談や質問等を一切行ってはならない。 

（ウ）入札の取りやめ等 

入札参加者等が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、公正に入札を

執行できないと認められる場合、又はその恐れがある場合は、当該入札参加者等を

入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

なお、後日、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとることが

ある。 

エ．入札の辞退 

入札参加資格等要件の確認通知を受けた入札参加者が入札を辞退する場合は、入札

辞退届（様式１１）を下記により提出すること。 

なお、郵送する場合は、必ず「配達記録郵便」とすること。 

提出期限：平成２１年１月８日（木）午後５時（必着）（ただし、「閉庁日」は除

く。） 
提出時間：午前９時から午後５時まで 
提出場所：財務省近畿財務局 管財部 国有財産調整官（宿舎担当） 

〒５４０－８５５０ 大阪市中央区大手前４丁目１－７６ 

電話  ０６－６９４９－６５４５（ダイヤルイン） 

オ．入札無効に関する事項 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（ア）本入札説明書に示した入札参加資格等要件のない者が行った入札 

なお、入札参加資格等要件の審査で資格有と確認された者であっても、入札参加

資格等要件確認日以降、落札者決定時までに４．－(１)－イ．～ウ．に掲げる入札

参加資格等要件を失った者は、入札参加資格等要件のない者に該当する。 

（イ）委任状を提出しない代理人が行った入札 
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（ウ）「入札参加表明書」に記載されたグループ代表企業以外の者が行った入札 

（エ）入札参加者の記名又は入札参加者の記名並びに入札参加者の代理人の署名及び押 

印を欠く入札又は入札事項を明示しない入札 

（オ）入札参加表明書等に虚偽の記載をした者が行った入札 

（カ）誤字又は脱字等により意思表示が不明確な入札 

（キ）明らかに連合によると認められる入札 

（ク）同一事項の入札について他者の代理人を兼ね、又は２者以上の代理をした者が行

った入札 

（ケ）同一事項に対し、２通以上の書類提出がなされた入札 

（コ）その他入札説明書等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札 

カ．開札 

（ア）開札は入札事務に関係のない当局の職員を立ち会わせて、次に従い行うが、入札

参加者等は１名を開札会場に立ち会わせることができる。 

開札日時：平成２１年１月９日（金）午前１０時００分～ 

開札場所：大阪市中央区大手前４丁目１－７６ 

大阪合同庁舎第４号館 ８階 大会議室 

（イ）開札においては入札価格が予定価格の範囲内か確認を行い、予定価格の範囲内の

入札価格を提案した者の登録受付番号を発表する。国が設定する予定価格の範囲内

の入札価格を提案した入札参加者のみ、その後の審査の対象となる。この際、予定

価格及び入札価格の公表は行わない。 

（ウ）開札をした場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した入札

がない時は、契約担当官が指定する日時において再度の入札を行う。 

   なお、再度入札の回数は原則として１回とする。 

キ．落札者の決定 

落札者決定基準に基づき、入札価格及び事業計画、施設計画及び維持管理計画等そ

の他の条件を、「公務員宿舎堺住宅（仮称）（Ⅰ期）及び伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）整備

事業に係る選定事業者審査委員会」が総合的に評価する。国は、当該審査委員会の評

価点を入札価格で除した値（総合評価値）の最も高い者を落札者として決定する。 

ク．入札結果の通知及び公表 

落札者及び落札金額並びに総合評価値については、落札者決定後速やかに入札参加

者に文書にて通知するとともに、落札者については財務省近畿財務局ホームページ及

び掲示板（近畿財務局９階掲示板）において公表する。電話等による問い合わせには

応じない。なお、ＰＦＩ法第８条に規定する客観的評価については、落札者との事業

契約締結後、審査結果及び入札状況等とあわせて公表する予定である。 

ケ．特定事業の選定の取消し 
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入札参加者がない場合又は入札参加者全員の入札額が国が設定する予定価格を超え

る場合、国は特定事業の選定を取り消すこととし、その旨を速やかに公表する。 

 

５．提案内容審査 

（１）審査委員会の設置 

審査に関して、有識者及び財務省職員で構成する「公務員宿舎堺住宅（仮称）（Ⅰ期）

及び伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）整備事業に係る選定事業者審査委員会」（以下「審査委員

会」という。）を、財務省近畿財務局に設置する。審査委員会は、事業者の選定基準に関

する審議並びに提出された事業提案の審査を行う。審査委員会は以下の７名の審査委員

で構成される。 

なお、審査委員会は非公開とする。 

【有識者】 

 氏  名 現     職   

（委員長） 嘉 名 光 市 大阪市立大学大学院工学研究科准教授 

上 田 久 之 上田公認会計士税理士事務所 

谷 口 知 弘 同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 

林  宜 嗣 関西学院大学経済学部教授 
（委 員） 

町 田 玲 子 京都府立大学名誉教授 

（敬称は省略：五十音順） 

【財務省職員】 

・財務省近畿財務局 管財部次長（行政財産担当） 

・財務省近畿財務局 総務部会計課長 

 

（２）審査の方法 

審査委員会は、提案内容に基づき基礎審査項目を満たしているか否かを確認のうえ、

定量的審査項目における評価を行い各提案の評価点を決定する。 

国はその評価点を入札価格で除した値（総合評価値）を算出し、総合評価値の最も高

い者を落札者とする。 

（３）審査項目等 

審査項目は以下のとおりであるが、具体的な内容は落札者決定基準による。 

ア．基礎審査 

以下の計画について、入札参加者の提案内容が、国の要求する最低限の要件を全て

満たしていることを確認する。 

（ア）事業計画に係る事項 

（イ）施設整備計画に係る事項 

（ウ）維持管理計画に係る事項 

（エ）附帯的事業に係る事項 
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イ．定量的審査 

定量的審査においては、下記項目について、審査委員会において提案内容の審査・

加点付与を行う。 

なお、必要に応じてヒアリングを実施する場合もある。 

（ア）事業計画に係る事項 

（イ）施設整備計画に係る事項 
（ウ）維持管理計画に係る事項 
（エ）附帯的事業に係る事項 

（４）審査委員会事務局 

審査委員会の事務局は、以下のとおり。 

財務省近畿財務局 管財部 国有財産調整官（宿舎担当） 
〒５４０－８５５０ 大阪市中央区大手前４丁目１－７６ 

電話  ０６－６９４９－６５４５（ダイヤルイン） 

 

６．事業契約に関する事項 

（１） 特別目的会社（ＳＰＣ）の設立 

ア．落札者は、本事業を遂行するため、会社法（平成１７年法律第８６号）に定める株

式会社として特別目的会社を設立すること。 

イ．落札者と国は、事業契約の締結に向けて落札者決定後７日（閉庁日を除く。）以内に、

基本協定書(案)により基本的な協定を締結する。 

ウ．落札者となった入札参加グループのうち代表企業及び建設業務を行う構成員は、必

ず特別目的会社に出資することとする。 

なお、特別目的会社へ出資する者及びその出資比率は自由とするが、入札参加グル

ープの構成員の議決権が全体の５０％を超えるものとする。 

エ．特別目的会社の定款に、事業期間終了時まで会社法第３２６条第２項に従い会計監

査人及び監査役の設置に関する定めを置くものとし、また、事業予定者の取締役、会

計監査人及び監査役が選任され、又は改選された場合、事業予定者をしてこれを国に

報告させるものとする。 

オ．特別目的会社に出資を行った入札参加グループの構成員は、本事業が終了するまで

特別目的会社の株式を保有するものとし、国の事前の書面による承諾がある場合を除

き、譲渡、担保権等の設定その他の一切の処分を行ってはならない。 

（２）事業契約の締結 

ア．落札者が設立した特別目的会社と国は、上記６．－(１)の協定に規定した事項に基

づき、同協定締結後３０日（閉庁日を除く。）以内に、提案内容及び事業契約書案に基

づいて事業契約を締結する。 
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なお、選定事業者が遂行すべき設計業務、建設業務及び維持管理業務に関する業務

内容、金額、支払方法等は、事業契約書において定める。 

イ．契約の締結に当たっては、軽微な事項を除き、落札者の入札価格及び入札説明書等

に示した契約内容について、変更できないことに留意すること。 

ウ．特別目的会社が事業契約を締結しない場合は、国は違約金として落札金額の１００

分の５に相当する金額を請求することがある。 

エ．事業契約締結に係る落札者側の弁護士費用、印紙代などは、落札者の負担とする。 

（３）事業契約の概要 

ア．契約金額 

契約金額は、入札書に記載された金額に、当該金額から支払利息相当額を控除した

金額の１００分の５に相当する金額（消費税相当額）を加算した金額（当該金額に１

円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とする。 

なお、下記６．－(３)－ウ．－（イ）に掲げる方式により対価の改定を行った場合

は、改定後の対価により計算した金額とする。 

イ．事業の遂行 

（ア）平成２３年３月２４日までに事業契約に定められた工事を完成させること。 

（イ）平成２３年３月２５日に、国に公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）を引き渡すこ

と。 

（ウ）２．－(６)－イ．に示す事業を確実に行うこと。 

ウ．対価等の支払等 

（ア）対価等の支払 

公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価、公務員宿舎の維持管理業務に係る対価

並びにそれらに係る消費税相当額の支払は、事業契約書に定めるところにより、以

下のとおり行う。 

ａ．公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価等の支払 

国は、供用開始から事業期間中に選定事業者に対し、事業契約書に定めるとお

り、公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価として年１回の８回元金均等払いに

より計算された額に、各回の支払額のうち元金返済に相当する金額に係る消費税

相当額を加算した合計額を年１回ずつ、８回支払う。 

（ａ）公務員宿舎の設計及び建設等に係る第１回目の対価の支払については、以下

の手順で行う。 

ⅰ．公務員宿舎の完成後、選定事業者はしゅん工検査の報告を行う。 

ⅱ．国は、上記の報告を受けてから１４日以内にしゅん工確認を行う。 

ⅲ．選定事業者は、確認通知受領後、国に対して公務員宿舎を引き渡し、請求

書を送付する。 

ⅳ．国は、請求を受けた日から３０日以内に設計及び建設に係る第１回目の対



 27

価及び元金に係る消費税相当額を支払う。 

（ｂ）公務員宿舎の設計及び建設等に係る第２回目以降の対価の支払については、

以下の手順で行う。 

ⅰ．選定事業者は、毎年度４月１日から１か月以内に、国に対して請求書を送

付する。 

ⅱ．国は、請求を受けた日から３０日以内に設計及び建設に係る第２回目以降

の対価及び元金に係る消費税相当額を支払う。 

ｂ．公務員宿舎の維持管理業務に係る対価等の支払 

公務員宿舎の維持管理業務に係る対価及び消費税相当額について、国は、定期

又は随時にモニタリングを実施し、事業契約書等に定められた要求水準が満たさ

れていることを確認した上で年２回、事業契約書に定める額を選定事業者に支払

う。 

（ａ）公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払については、以下の手順で行う。 

ⅰ．選定事業者は国に対して、毎月業務終了後翌月の７日（当日が閉庁日の場

合は、その直後の閉庁日でない日とする。）までに業務報告書を提出する。 

ⅱ．国は、業務報告書の確認等の定期モニタリングを行う。 

ⅲ．国は、４月から９月、１０月から３月（１回目の支払については、３月）

までの選定事業者の維持管理業務の履行確認及びモニタリングの終了後、当

該履行確認及びモニタリングの結果に基づき、減額ポイント及びモニタリン

グの結果減額の必要がある場合には減額後の国の支払額（公務員宿舎の維持

管理業務に係る対価の支払額について、６．－(３)－ウ．－（イ）－ｂ．に

基づき対価の改定が行われる場合においては、対価の改定後の額を減額した

後の国の支払額を、選定事業者に対し、９月分、３月分の履行確認終了後、

閉庁日を除く５日以内に通知する。 

ⅳ．選定事業者は、支払額判明後速やかに、国に対して請求書を提出する。 

ⅴ．国は、請求書の受領後３０日以内に公務員宿舎の維持管理業務に係る対価

及び消費税相当額の支払を行う。 

（イ）対価の改定 

ａ．公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価 

公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価については、金利変動及び建設期間中

の物価変動を除き、原則として改定は行わない。 

なお、詳細は事業契約書(案)を参照のこと。 

○ 金利変動による改定 

１．対象となる費用 

支払利息相当額 
２．改定基準日 

平成２１年６月３０日 
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３．改定方法 
改定基準日の金利スワップレートを基準金利とし、基準金利に選定事業

者が入札時に提案したスプレッドを加えた合計額として対価の改定を行う。 

 

ｂ．公務員宿舎の維持管理業務に係る対価 

○ 改定方法 

公務員宿舎の維持管理業務に係る対価については、物価変動のうち一定の

幅を超えた部分について勘案し、事業契約書の定めるところにより対価の改

定を行う。 

なお、詳細は事業契約書(案)を参照のこと。 

エ．選定事業者の権利義務等に関する制限 

（ア）選定事業者の事業契約上の地位の譲渡等 

国の事前の書面による承諾がある場合を除き、選定事業者は事業契約上の地位及

び権利義務を譲渡、担保提供その他一切の処分を行ってはならない。 

（イ）特別目的会社の株式の譲渡・担保提供等 

本事業を遂行するため設立された特別目的会社に出資を行った入札参加グループ

の構成員は、本事業が終了するまで特別目的会社の株式を保有するものとし、国の

事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分

を行ってはならない。 

（ウ）債権の譲渡 

選定事業者が、国に対して有する公務員宿舎の設計及び建設並びに維持管理業務

の提供に係る債権は、国の事前の書面による承諾がなければ譲渡することができな

い。 

（エ）債権への質権設定及び債権の担保提供 

選定事業者が、国に対して有する公務員宿舎の設計及び建設並びに維持管理業務

の提供に係る債権に対する質権の設定及びこれの担保提供は、国の事前の書面によ

る承諾がなければ行うことができない。 

（オ）国の承諾 

選定事業者が、本事業の実施に係る資金調達において、流動化等を目的として金

融機関等から上記（ア）から（エ）を求められた場合には、国は選定事業者に対し、

事業の安定的遂行及びサービス水準の維持が図られるとともに、国の利益を侵害し

ないと認められる場合は承諾する。 

オ．国と選定事業者の責任分担 

（ア）基本的考え方 

本事業における責任分担の考え方は、適正にリスクを分担することにより、より
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低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、公務員宿舎の設計及び建設並

びに維持管理の責任は、原則として選定事業者が負うものとする。 

ただし、国が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、国が責任を負

うこととする。 

（イ）予想されるリスクと責任分担 

国と選定事業者の責任分担は、事業契約書によることとし、入札参加者は負担す

べきリスクを想定した上で提案を行うものとする。リスク分担の程度や具体の内容

については、事業契約書案に示すが、事業契約書案に示されていない場合は、双方

の協議により定めるものとする。 

カ．法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

（ア）法制上及び税制上の措置に関する事項 

現時点では、法制上及び税制上の措置は想定していない。 

ただし、今後、法制や税制の改正により措置が可能となる場合、可能な範囲で国

は必要な協力を行う。 

（イ）財政上及び金融上の措置に関する事項 

現時点では、財政上の措置は想定していない。 

ただし、選定事業者が事業を実施するに当たり、財政上及び金融上の支援を受け

ることができる可能性がある場合には、国はこれらの支援を選定事業者が受けるこ

とができるよう可能な範囲で必要な協力を行う。 

 

７．事業実施に関する事項 

（１）誠実な業務遂行義務 

選定事業者は、入札提出書類及び事業契約書に定めるところにより、誠実に業務を遂

行すること。 

（２）事業期間中の選定事業者と国の関わり 

ア．本事業は、選定事業者の責任において実施される。 

また、国は事業契約書に定められた方法により、事業実施状況の確認を行う。 

イ．国は原則として選定事業者に対して連絡等を行うが、必要に応じて国と建設会社等

との間で直接連絡調整等を行う場合がある。この場合において、国と建設会社等との

間で直接連絡調整等を行った事項については選定事業者に報告する。 

ウ．事業の継続性をできるだけ確保する目的で、国は、選定事業者に対し資金提供を行

う金融機関等と協議を行い、直接協定を結ぶことがある。 

エ．事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合には、国と選定事業者は誠意を

もって協議する。 
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（３）業務内容 

ア．業務内容 

設計業務及び建設等業務並びに維持管理業務については、事業契約書及び業務要求

水準書による。 

イ．業務の委託 

選定事業者は、上記ア．に示した業務を、あらかじめ国の承諾を得た上で、第三者

に委託することができる。 

（４）国による確認等 

国は、選定事業者が定められた業務を確実に実施し、事業契約書等に規定した要求水

準を達成しているか否かを確認するとともに、選定事業者の財務状況を把握するため、

以下の監視を行う。 

なお、維持管理業務について、要求水準を達成していないと認められる場合、国は、

当該業務に係る対価の減額等を行う。詳細は、事業契約書案を参照のこと。 

ア．本事業の実施状況の確認 

国は、本事業の各段階において、事業契約書の定めるところにより、定期的に確認

を行う。 

また、定期的に行う確認のほか、国が必要と認める場合には、随時に確認を行う。 

なお、確認に要する費用は、選定事業者側に発生する費用を除き国の負担とする。  

（ア）基本設計・実施設計時 

選定事業者は、定期的に国に報告を行うとともに、基本設計及び実施設計完了時

に業務要求水準書に適合していることが確認できる設計図書を国に提出し、内容の

確認を受ける。 

なお、実施設計完了時には「工事費明細書」を提出すること。 

（イ）建築確認申請時 

選定事業者は、建築基準法に基づく建築確認の書類作成を行い、建築確認の申請

を行うとともに、国に事前説明及び事後報告を行う。 

（ウ）工事施工時 

選定事業者は、建築基準法に規定される工事監理者を設置し、工事監理者に工事

監理の状況を国に毎月報告させる。 

また、選定事業者は、国が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告、

工事現場での施工状況の説明を行わなければならない。 

ただし、国が工事施工の事前説明及び事後報告、工事現場での施工状況の説明を

受けたことによって、施工に起因する瑕疵の責任は国に移転されないものとする。 

（エ）工事完成時 

選定事業者は、施工記録等を用意して、現場で国の確認を受ける。 
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ただし、国が施工記録等の確認を行ったことによって、施工に起因する瑕疵の責

任は国に移転されないものとする。 

（オ）維持管理期間 

国は、維持管理期間中、定期又は随時に維持管理業務のモニタリングを行う。 

 

イ．支払の減額等 

維持管理業務に関するモニタリングの結果、事業契約書等に規定した要求水準が満

たされていないことが判明した場合には、維持管理業務に係る対価の減額等を行うこ

とがある。 

 

ウ．財務書類の提出 

選定事業者は、毎事業年度、当該事業年度の計算書類等(会社法第４３５条第２項に

いう計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)を作成し、会社法第４

３６条第２項に従い監査を受けたうえで、当該事業年度の最終日から３ヶ月以内に、

国に提出する。 

また、国は、請求があった場合には、当該財務書類等を公開できるものとする。 

（５）土地の使用等 

具体的な利用条件については、別途公表する「公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）整

備事業に関する国有財産無償貸付契約書（案）」、「公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）

整備事業に関する国有財産有償貸付契約書（案）」、「公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）

整備事業に関する国有財産有償貸付合意書（案）」及び「国有財産使用許可申請書・国有

財産使用許可書（様式）」を参照のこと。 

ア．本事業の公務員宿舎に係る敷地は国有財産であり、財産の分類は行政財産である。 

イ．公務員宿舎に係る敷地については、選定事業者は、建設期間中無償で使用すること

ができる。 

ウ．選定事業者は、附帯的事業を合築により行う場合、当該事業に供する宿舎敷地の一

部を、国と締結する賃貸借契約により、有償で使用することができる。 

エ．選定事業者は、附帯的事業を堅固な建物を設置（合築による場合を除く。）して行な

う場合、当該事業に供する宿舎敷地の一部を、国と締結する賃貸借契約（事業用借地）

により、有償で使用することができる。 

オ．選定事業者は、附帯的事業に供する宿舎建物（これに関連する宿舎敷地を含む）の

の一部を、国からの使用許可により、有償で使用することができる。 
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８．提出書類 

（１）入札参加表明、入札参加資格等要件審査申請時の提出書類 

入札参加表明書等は、１部提出すること。 

なお、各提出書類の様式番号は、様式集に定める番号を示している。 

ア．入札参加表明書               （様式２） 

イ．委任状                   （様式３） 

ウ．入札参加資格等要件審査申請書        （様式４） 

エ．グループ構成員表          （様式５） 

オ．競争参加資格に係る等級決定通知書の写し 

カ．事業実施体制                （様式６） 

キ．設計実績                  （様式７） 

ク．建設工事の施工実績             （様式８） 

ケ．工事監理実績                （様式９） 

コ．維持管理業務実績              （様式１０） 

（２）入札辞退時の提出書類 

入札辞退届                   （様式１１） 

（３）入札時の提出書類 

入札時に提出する入札提出書類は、以下のとおりである。書類を提出するときには、

各提案書に所定の表紙を付け、下記カ．を１分冊、エ．オ．キ．ク．を１分冊とし、 

＜ ＞に掲げる部数を提出すること。 

なお、下記エ．－（エ）及び（オ）については、下記イ．の入札書と同封とし、分冊

としない。 

ア．入札提出書類の提出届＜１部＞         （様式１２） 

委任状＜１部＞               （様式１３） 

イ．入札書＜１部＞               （様式１４） 

ウ．業務要求水準書に関する確認書＜１部＞    （様式１５） 

エ．事業計画に係る提案書＜１６部＞ 

（ア）事業計画提案書表紙            （様式１６） 
（イ）事業スケジュール             （様式１７） 

（ウ）資金調達方法               （様式１８） 
（エ）長期収支計画               （様式１９） 

（オ）算出根拠（長期収支計画）         （様式２０） 

（カ）資金調達計画に関する提案         （様式２１） 
（キ）リスクへの対応に関する提案        （様式２２） 

オ．施設整備計画に係る提案書＜１６部＞ 

（ア）施設整備計画提案書表紙          （様式２３） 

（イ）施設計画等に関する提案          （様式２４） 
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（ウ）配置・外構計画に関する提案         （様式２５） 

（エ）構造計画に関する提案           （様式２６） 
（オ）住棟・住戸計画に関する提案        （様式２７） 

（カ）防災・防犯計画に関する提案        （様式２８） 
（キ）環境共生に関する提案           （様式２９） 
（ク）施工計画に関する提案           （様式３０） 

   （ケ）余剰地の創出に関する提案         （様式３１） 
カ．施設整備計画に係る提案書（図面集）＜１６部＞ 

（ア）施設整備計画提案書（図面集）表紙     （様式３２） 
（イ）計画概要                 （様式３３） 

（ウ）配置計画（１／６００）          （様式３４） 
（エ）鳥瞰図                  （様式３５） 
（オ）平面図（１／５００）           （様式３６） 
（カ）立面図（１／５００）           （様式３７） 
（キ）断面図（１／５００）           （様式３８） 
（ク）各住戸平面図（１／１００）        （様式３９） 
（ケ）外構・緑地計画（１／６００）       （様式４０） 
（コ）面積表                  （様式４１） 
（サ）仕上表                  （様式４２） 
（シ）日影図（１／１,０００）          （様式４３） 

（ス）Ⅰ期及びⅡ期の全体配置計画図（１／１,０００） 
（様式４４） 

キ．維持管理計画に係る提案書＜１６部＞ 

（ア）維持管理計画提案書表紙          （様式４５） 
（イ）維持管理業務（一般管理業務）提案の妥当性 （様式４６） 
（ウ）保守点検等業務提案の妥当性        （様式４７） 

ク．附帯的事業に係る提案書＜１６部＞ 

（ア）附帯的事業提案書表紙           （様式４８） 
（イ）附帯的事業に係る長期収支計画       （様式４９） 

（ウ）算出根拠（附帯的事業に係る長期収支計画） （様式５０） 

（エ）附帯事業内容に関する提案         （様式５１） 

（オ）附帯事業計画に関する提案         （様式５２） 

（カ）入居者が行う管理業務に関する提案        （様式５３） 

ケ．有価証券報告書等＜１部＞ 

（ア）入札参加グループの構成員に係る会社概要（パンフレット等の使用も可能） 
（イ）入札参加グループの構成員に係る直近３期分の有価証券報告書の写し（有価証

券報告書を作成していない場合は計算書類等でも可能） 
コ．ＣＡＳＢＥＥ（建築物総合環境性能評価システム）簡易計算結果＜１６部＞ 
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９．その他 

（１）事業の終了 

国は、公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）が選定事業者の責めに帰すことができない

災害等により使用が困難と判断した場合、あるいはその他の事由により公務員宿舎を維

持・継続できないと判断した場合は、選定事業者に対して事前に書面で通知した上で、

公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）の維持管理業務を終了させることができる（事業契

約書案参照）。 

（２）情報の提供 

本件入札説明書に定めることの他、入札の実施に当たって必要な事項が生じた場合に

は、財務省近畿財務局のホームページに掲載する。 

（３）予算決算及び会計令第７３条関係の取扱い 

契約締結後契約に違反し、又は入札の落札者となりながら正当な理由なくして契約を

拒み、ないしは入札等財務省近畿財務局の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約

の相手方として不適当であると認められる者については、当該事実が判明した時から最

長２年間、財務省近畿財務局が実施する入札への参加が認められなくなる場合があるこ

とに留意すること。 
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付 属 資 料 一 覧 

資料 №  名       称       等 

１ 土地実測平面図 電子データ 

２ 土地現況平面図 電子データ 

-1 ボーリング位置図 

-2 柱状図 

-3 室内土質試験結果 
３ 

-4 地層推定断面図 

電子データ 

４ 地質調査業務報告書 閲覧のみ 

５ 工作物撤去図 閲覧のみ 

６ 公共下水埋設図（雨水・汚水） 閲覧のみ 

設計及び建設関係資料  

・伊丹市関係部局等打合せ記録 閲覧のみ 

 

７ 

・上記付属資料（宅地開発等指導要綱等）  

維持管理業務関係資料 

-1 近畿財務局合同宿舎管理人事務取扱規則 

-2 合同宿舎専任管理人の業務取扱要領について 

-3 国家公務員宿舎に係る原状回復等の取扱いについて 

-4 合同宿舎の貸与事務手続き等について 

-5 合同宿舎集会場取扱要領の実施について 

-6 合同宿舎集会場取扱要領の運用について 

-7 合同宿舎集会場の利用について 

-8 合同宿舎集会場時間外使用について 

-9 給水メ－タ－等の監視について 

電子データ 
８ 

住まいのしおり 配布（貸与） 

９ 「伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）実施方針」等に関する質問及び回答 電子データ 

 

（注） 各資料は、事業の提案に係る目的以外に使用しないこと。 

・№４～№７は、閲覧のみとする。 

・№８の「住まいのしおり」については貸与する。 

・その他の資料は、電子データ（ＣＤ－ＲＷ等）を貸与する。 

 

※資料の閲覧及び貸与の場所・期間等 

場所：財務省近畿財務局 管財部 国有財産調整官（宿舎担当） 

期間：平成２０年１０月３１日（金)から平成２０年１１月１４日(金)（「閉庁日」を

除く。）まで 

時間：午前９時から午後５時まで 


